蓄熱式ウォームマット及び蓄冷式クーラー購入助成要綱

社団法人熊本県トラック協会

平成１４年８月９日一部改正
平成１５年３月２８日一部改正
平成１６年３月２６日一部改正
平成１７年３月２９日一部改正
平成１８年３月２８日一部改正
平成１９年３月２９日一部改正
平成２０年３月１７日一部改正
（目　的）

第1条 　この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下「協会」という。）の会員事　　　　業者が、取扱事業者及び販売店より蓄熱式マットおよび蓄冷式クーラーを購入する際、協会は代金の一部を助成することとし、もって、アイドリングストップ運動の推進に努めることを目的とする。

（取扱品目）

第2条 　蓄熱式ウォームマットおよび蓄冷式クーラー、ベバストヒーター
（取扱期間）

　第３条　４月１日から２月末日までの間に購入し、かつ、２月末日までに「蓄熱式ウォームマット等購入助成申請書」を協会に提出したものに限る。

（助成金の金額）

　第４条　　助成金額は、蓄熱式ウォームマット１枚につき５,０００円、蓄冷式クーラー（車両据付型）１台につき２５,０００円、（ポータブル型）１５,０００円、ベバストヒーター１台につき購入価格（税別）の４分の１とするが、限度数については１事業者あたり、その事業者が保有する中型車及び大型車の車両台数の３０％をそれぞれ限度とする。

但し、予定数は蓄熱式ウォームマット５０枚、蓄冷式クーラー２０台とし、中型車及び大型車の車両台数の３０％の台数が、１台に満たない事業者については、１台とみなす。

（申請方法）

第5条 　　所定の用紙に必要事項を記入の上、協会へ提出する。

（助成金の支払い）

第６条　　３月末日までに支払う。

　附　則

　この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、同日以降の蓄熱式ウォームマットおよび蓄冷式クーラー購入分から適用する。
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